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台風19号関連情報

10
月
に
福
島
県
を
通
過
し
た

台
風
19
号
に
よ
り
被
災
し
た
方

へ
の
支
援
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

市
税
、
国
民
年
金
、
介
護
保
険

料
、
上
下
水
道
料
金
等
の
減
免

等
に
つ
い
て
は
、
広
報
に
ほ
ん

ま
つ
12
月
号
ま
た
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
二
本
松
市
災
害
見
舞
金
」

　
現
に
居
住
し
て
い
る
家
屋
が

被
災
し
た
世
帯
に
対
し
、
市
か

ら
災
害
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

・
住
宅
全
壊

　
　
１
世
帯
当
た
り　
10
万
円

　
　
被
災
者
１
人
当
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
万
円

・
住
宅
半
壊

　
　
１
世
帯
当
た
り　
５
万
円

　
　
被
災
者
１
人
当
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
万
円

・
住
家
の
床
上
浸
水

　
　
１
世
帯
当
た
り　
３
万
円

・
住
家
の
床
下
浸
水

　
　
１
世
帯
当
た
り　
２
万
円

※ 

対
象
と
な
る
世
帯
へ
は
、
市
か

ら
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

通
知
が
届
か
な
い
時
は
、
下
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
」

　
居
住
す
る
住
宅
に
被
害
を
受

け
た
世
帯
に
、
住
宅
の
被
害
程

度
お
よ
び
再
建
方
法
に
よ
り
、

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金（
基

礎
支
援
金
と
加
算
支
援
金
）を

支
給
し
ま
す
。

申
請
期
限

・
基
礎
支
援
金

　
　
　
　
令
和
２
年
11
月
11
日

・
加
算
支
援
金

　
　
　
　
令
和
４
年
11
月
11
日

対
象
と
な
る
世
帯

①
住
宅
が「
全
壊
」し
た
世
帯

② 

住
宅
が「
大
規
模
半
壊
」し
た

世
帯

③ 

住
宅
が「
半
壊
」し
、
ま
た
は

住
宅
の
敷
地
に
被
害
が
生
じ
、

そ
の
住
宅
を
や
む
を
得
ず
解

体
し
た
世
帯

申
請
に
必
要
な
書
類
等

①
罹
災
証
明
書（
原
本
）

②
預
金
通
帳
の
写
し

③
住
民
票（
世
帯
員
全
員
）

④
そ
の
他
添
付
書
類
等

　

 （
住
宅
の
建
設
、
購
入
、
補

修
ま
た
は
公
営
住
宅
以
外
の

住
宅
の
賃
借
を
示
す
契
約
書

の
写
し
等
）

「
災
害
援
護
資
金
貸
付
」

　
住
居
、
家
財
に
被
害
を
受
け

た
世
帯
に
対
し
て
、
生
活
の
再

建
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け

し
ま
す
。

申
請
期
限

　
　
令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）

貸
付
限
度
額（
例
）

・ 

家
財
の
３
分
の
１
以
上
の
損

害　
　
　
　
…
１
５
０
万
円

・
住
居
の
半
壊
…
１
７
０
万
円

・
住
居
の
全
壊
…
２
５
０
万
円

利　
率

・
保
証
人
あ
り
…　
　
無
利
子

・
保
証
人
な
し
…
年
１
．
５
％

※
据
置
期
間
中
は
無
利
子

据
置
期
間　
３
年

償
還
期
間

　
10
年（
据
置
期
間
を
含
む
）

償
還
方
法

・
年
賦
、
半
年
賦
ま
た
は
月
賦

・
元
利
均
等
償
還

申
請
に
必
要
な
書
類
等

① 

所
得
・
課
税
証
明
書（
世
帯

員
全
員
）

②
罹
災
証
明
書
の
写
し

③
修
繕
・
購
入
の
見
積
書
等

④
そ
の
他
添
付
書
類
等

　
（
住
民
票
等
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
福
祉
課
地
域
福
祉
係

　
☎（
24
）５
０
６
３

　
Fax(

22)

１
５
４
７

「
自
然
災
害
被
災
者

　
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

　
台
風
19
号
に
よ
り
被
害
を
受

け
ら
れ
た
方
が「
自
然
災
害
被

災
者
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
免
除
・
減

額
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
利
用
す
る
メ

リ
ッ
ト

① 

財
産
の
一
部
を
手
元
に
残
せ

ま
す
。

※ 

被
災
状
況
、
生
活
状
況
な
ど

の
個
別
事
情
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

② 

弁
護
士
等
の
登
録
支
援
専
門

家
に
よ
る
手
続
支
援
が
無
料

で
受
け
ら
れ
ま
す
。

③ 

債
務
整
理
を
し
た
こ
と
は
個

人
信
用
情
報
と
し
て
登
録
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
債
務
の
免
除
等
に
は
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
や
借
入

先
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ロ
ー
ン
借
入
先
の

金
融
機
関
等
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所

　
☎
０
２
４（
５
３
５
）０
３
０
３

「�

法
テ
ラ
ス
二
本
松
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
無
料
相
談
」

　
台
風
19
号
で
被
災
さ
れ
た
方

の
生
活
再
建
に
関
す
る
無
料
法

律
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
相
談
予
約
・
問
い
合
わ
せ
…

　
法
テ
ラ
ス
二
本
松

　
☎
０
５
７
０（
０
７
８
）３
７
５

相続/遺言無料相談会
◇２月３日（月）午後６時～８時

◇二本松市勤労者研修センター２階（郭内北小隣り）
◎電話で石川までご予約下さい。　◎相続遺言に係る文書作成に関する
相談会です。　◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。
〈相談員〉行政書士  石川晃雄（☎23-4460）
佐藤直人（☎23-5980）秋山孝雄（☎22-4737）
菅野光夫（☎52-2912）熊坂恵子（☎22-0219）

相 続 サ ポ ー ト あ だ ち


